
部会
ぶかい

作業
さぎょう

チーム
ち ー む

（障害
しょうがい

の範囲
はんい

と選択
せんたく

と決定
けってい

～障害
しょうがい

の範囲
はんい

）議事
ぎ じ

要旨
よ う し

（１０月
がつ

２６日分
にちぶん

） 

 

１．日時
にちじ

：平 成
へいせい

２２年
ねん

１０月
がつ

２６日
にち

（火
か

）１４：１０～１７：００ 

 

２．場所
ばしょ

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

低層棟
ていそうとう

２階
かい

講堂
こうどう

 

 

３．出席者
しゅっせきしゃ

 

  田中
たなか

（伸
のぶ

）座長
ざちょう

、佐藤
さ と う

副座長
ふくざちょう

、氏
うじ

田
た

委員
いいん

、佐野
さ の

委員
いいん

、末 光
すえみつ

委員
いいん

、東川
ひがしかわ

委員
いいん

、

福井
ふくい

委員
いいん

 

 

４．議事
ぎ じ

要旨
よ う し

 

（１） 本作業
ほんさぎょう

チーム
ち ー む

の目的
もくてき

について 

 本作業
ほんさぎょう

チーム
ち ー む

では、 

  Ａ 総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮称
かしょう

）における定義
ていぎ

規定
きてい

をどのように定
さだ

めるのか 

  Ｂ 支援
しえん

を必要
ひつよう

とする者
もの

が支援
しえん

を得
え

るための手続
てつづ

き規定
きてい

をどのように定
さだ

めるのか 

の２点
てん

について、議論
ぎろん

を深
ふか

めることを目的
もくてき

とする。 

 今回
こんかい

の議論
ぎろん

は、「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

規定
きてい

のあり方
かた

について議論
ぎろん

する。 

 

（２） 問題点
もんだいてん

の提示
ていじ

 

 「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

規定
きてい

を定
さだ

めるについて、各委員
かくいいん

から、以下
い か

のような点
てん

に留意
りゅうい

すべきとの

意見
いけん

が出
だ

された。 

 ・ 障害
しょうがい

の定義
ていぎ

は包括的
ほうかつてき

なものにする方向性
ほうこうせい

はよいが、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

ができて

まだ５年
ねん

であり、自閉症
じへいしょう

は明記
めいき

した方
ほう

が良
よ

い。 

 ・障害
しょうがい

の定義
ていぎ

を検討
けんとう

するときは、国際
こくさい

基準
きじゅん

を踏
ふ

まえ、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

さに着目
ちゃくもく

し

たものとすることが必要
ひつよう

。日本
にほん

における聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の認定
にんてい

基準
きじゅん

は厳
きび

しすぎる。 

 ・ 重度
じゅうど

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

は日本
にほん

独自
ど く じ

の概念
がいねん

であり、その特性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

をしてきた。

重度
じゅうど

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

対策
たいさく

が全体
ぜんたい

に埋
う

もれることにならないようにしたい。 
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 ・ 高次
こ う じ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

の典型的
てんけいてき

な症状
しょうじょう

である失語症
しつごしょう

は身体
しんたい

障害
しょうがい

の３級
きゅう

として認定
にんてい

さ

れているが、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

障害
しょうがい

や記憶
きおく

障害
しょうがい

がある場合
ばあい

があるなど、障害
しょうがい

等級
とうきゅう

に合
あ

わない生 活
せいかつ

の困難
こんなん

さがある。 

 ・ 脳
のう

脊髄
せきずい

液
えき

減少症
げんしょうしょう

や軽度
けいど

外傷性
がいしょうせい

脳
のう

損傷
そんしょう

は診断
しんだん

基準
きじゅん

や治
おさむ

療法
りょうほう

が確立
かくりつ

していない

ため各制度
かくせいど

に取
と

り込
こ

まれておらず、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

があっても支援
しえん

が受
う

けられな

い。 

 ・ 障害
しょうがい

の範囲
はんい

は、現在
げんざい

のような制 限
せいげん

列挙
れっきょ

だと診断
しんだん

基準
きじゅん

が確立
かくりつ

していないものなど

が救済
きゅうさい

できないため、制 限
せいげん

列挙
れっきょ

でない方
ほう

が良
よ

い。 

 ・ てんかんに対
たい

する社会
しゃかい

の理解
りかい

が非常
ひじょう

に少
すく

ない。障害
しょうがい

の範囲
はんい

を広
ひろ

げる際
さい

には、

従来
じゅうらい

の障害
しょうがい

の範囲
はんい

に含
ふく

まれているが障害
しょうがい

の認識
にんしき

がない人
ひと

も制度
せいど

の対象
たいしょう

となるように

することが必要
ひつよう

ではないか。 

 

（３） 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

案
あん

における「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

規定
きてい

の議論
ぎろん

状況
じょうきょう

 

 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せいど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
かいぎ

における障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

法案
ほうあん

の議論
ぎろん

状況
じょうきょう

につい

ては、以下
い か

のような報告
ほうこく

がなされた。 

 ・ １０月
がつ

１２日
にち

に開
かい

催
さい

された障
しょう

がい者
しゃ

制度
せいど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
かいぎ

において、提示
ていじ

された

条文
じょうぶん

イメージ
い め ー じ

については、身体
しんたい

障害
しょうがい

・知的
ちてき

障害
しょうがい

・精神
せいしん

障害
しょうがい

だけでなく、感覚
かんかく

障害
しょうがい

も含
ふく

めるべきではないかという意見
いけん

、制 限
せいげん

列挙
れっきょ

はやめるべきという意見
いけん

、障害
しょうがい

を

医学的
いがくてき

に定義
ていぎ

すること自体
じたい

、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

と違
ちが

うので問題
もんだい

ではないかという意見
いけん

が出
だ

されている。 

 ・ その他
た

にも、医学
いがく

モデル
も で る

で障害
しょうがい

を規定
きてい

すると医学
いがく

モデル
も で る

を強
つよ

める結果
けっか

になるのでは

ないかという意見
いけん

、「継続的
けいぞくてき

に」と「相当
そうとう

な制限
せいげん

」という二重
にじゅう

にハードル
は ー ど る

を設
もう

けるので

はなく、いずれかのみを規定
きてい

するべきではないかという意見
いけん

、例示
れいじ

でも明示
めいじ

して

「障害
しょうがい

」に入
はい

ることがはっきり分
わ

かるようにして欲
ほ

しいという意見
いけん

が出
だ

されている。 

 

（４） 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

案
あん

における条文
じょうぶん

イメージ
い め ー じ

に対
たい

する意見
いけん

 

 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

案
あん

として提示
ていじ

された条文
じょうぶん

イメージ
い め ー じ

については、以下
い か

のような意見
いけん

が



出
だ

された。 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の条文
じょうぶん

イメージ
い め ー じ

にある「心身
しんしん

機能
きのう

の損傷
そんしょう

」で全
すべ

ての障害
しょうがい

を含
ふく

めるこ

とができるか。 

 ・ 発達
はったつ

障害
しょうがい

は、もともと母子
ぼ し

関係
かんけい

によるものと言
い

われていて、今
いま

は脳
のう

のDisfunctionに

基
もと

づくものとされている。このような障害
しょうがい

は「心身
しんしん

機能
きのう

の損傷
そんしょう

」に含
ふく

まれると言
い

えるか

どうか。 

 ・ 昏睡
こんすい

状態
じょうたい

がないなど高次
こ う じ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

の基準
きじゅん

に該当
がいとう

しない場合
ばあい

でも、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

が生
しょう

じる場合
ばあい

がある。医学
いがく

モデル
も で る

では、救済
きゅうさい

できない場合
ばあい

があることに留意
りゅうい

す

る必要
ひつよう

がある。 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、「障害
しょうがい

」と「障害者
しょうがいしゃ

」をそれぞれ規定
きてい

しているが、新法
しんぽう

では、

「障害
しょうがい

」と「障害者
しょうがいしゃ

」を分
わ

けて規定
きてい

しても、１つの条項
じょうこう

に規定
きてい

しても、あまり変
か

わらない

のではないか。「障害
しょうがい

」を独立
どくりつ

させると機能
きのう

障害
しょうがい

が前面
ぜんめん

に出
で

て、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は障害
しょうがい

の重
おも

さではなく支援
しえん

ニーズ
に ー ず

に基
もと

づく制度
せいど

に切
き

り替
か

えるということなのに、その

イメージ
い め ー じ

が弱
よわ

まる可能性
かのうせい

はある。 

 

（５） 障害
しょうがい

の定義
ていぎ

に機能
きのう

障害
しょうがい

の要素
よ うそ

（医学
いがく

モデル
も で る

）を残
のこ

すかどうかについて 

 この論点
ろんてん

については、以下
い か

のような意見
いけん

が出
だ

された。 

 ・ 人間
にんげん

が生物学的
せいぶつがくてき

存在
そんざい

であることを無視
む し

して規定
きてい

することはいかがなものか。 

 ・ 医学
いがく

モデル
も で る

を捨
す

てることはできないのではないか。感覚器
かんかくき

の障害
しょうがい

の場合
ばあい

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の困難
こんなん

さがあるものをどこで区切
く ぎ

るかという問題
もんだい

がある。 

 

（６） 包括
ほうかつ

規定
きてい

を定
さだ

めることについて 

 この論点
ろんてん

については、以下
い か

のような意見
いけん

が出
だ

された。 

 ・ 包括的
ほうかつてき

に障害
しょうがい

の定義
ていぎ

をつくっても、個
こ

別法
べっぽう

の別表
べっぴょう

等
とう

で対象者
たいしょうしゃ

を絞
しぼ

り込
こ

むような

規定
きてい

が作
つく

られては意味
い み

がない。 

 ・ 発達
はったつ

障害
しょうがい

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の困難性
こんなんせい

など関係性
かんけいせい

の障害
しょうがい

にも配慮
はいりょ

する必要
ひつよう

も

ある。 



 

（７） 例示
れいじ

列挙
れっきょ

とするか、制 限
せいげん

列挙
れっきょ

とするかについて 

 この論点
ろんてん

については、以下
い か

のような意見
いけん

が出
だ

された。 

 ・ 難病
なんびょう

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

を例示
れいじ

することも考
かんが

えられるが、まだ外
はず

れてし

まうものも出
で

てきてしまうのが問題
もんだい

。 

 ・ 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

に入
はい

っているものは法律上
ほうりつじょう

も明確
めいかく

に書
か

いた方
かた

が良
よ

い。 

 ・ 「その他
た

」に含
ふく

まれるものをなるべく少
すく

なくして、難病
なんびょう

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、てんかんなど、

例示
れいじ

できるところは、例示
れいじ

してはどうか。 

 

（８） 「障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」の概 念
がいねん

について 

 この論点
ろんてん

については、以下
い か

のような意見
いけん

が出
だ

された。 

 ・ 「障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」についての規定
きてい

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に任
まか

せて、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

には規定
きてい

しないという考
かんが

えもあるのではないか。 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

と同
おな

じように「障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」の規定
きてい

を障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

でも繰
く

り返
かえ

すことに意味
い み

があるのではないか。 

 ・ 「障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」は入
い

れる方向
ほうこう

とするが、その概念
がいねん

が不明確
ふめいかく

な部分
ぶぶん

があるので、

（注
ちゅう

）を付
ふ

して、作業
さぎょう

チーム
ち ー む

としての見解
けんかい

を付
ふ

す方法
ほうほう

もあるのではないか。 

 

（９） 議論
ぎろん

のまとめ 

 以上
いじょう

のような作業
さぎょう

チーム
ち ー む

の議論
ぎろん

により、「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

規定
きてい

を定
さだ

めるにあたっては、以下
い か

のような基本
きほん

方針
ほうしん

に基
もと

づいて規定
きてい

すべきことが確認
かくにん

された。 

 ・ 「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

として機能
きのう

障害
しょうがい

を踏
ふ

まえる必要
ひつよう

があること 

 ・ 「障害
しょうがい

」を、基本的
きほんてき

に参加
さんか

障害
しょうがい

として捉
とら

えること 

 ・ 包括的
ほうかつてき

な規定
きてい

とすること 

 ・ 個
こ

別法
べっぽう

の別表
べっぴょう

等
とう

で障害
しょうがい

の範囲
はんい

が狭
せば

められないように配慮
はいりょ

すること 

 ・ 例示
れいじ

列挙
れっきょ

の手法
しゅほう

を用
もち

いること 

 ・ 「障壁
しょうへき

との相互
そうご

作用
さ よ う

」の文 言
ぶんげん

については、これを用
もち

いる案
あん

と用
もち

いない案
あん

の双方
そうほう

を



検討
けんとう

すること 

 

（10） 次回
じかい

（平 成
へいせい

２２年
ねん

１１月
がつ

１９日
にち

）の議論
ぎろん

について 

 障害者
しょうがいしゃ

が支援
しえん

を必要
ひつよう

とする場合
ばあい

に、どのような手続
てつづ

きにより支援
しえん

を受
う

けられるようにする

のかを定
さだ

める手続
てつづ

き規定
きてい

のあり方
かた

について議論
ぎろん

する。 

 

                                   以上
いじょう

 


